
　農業委員会では昨年度に引き続き、「農事講演会」を開催します。講師は
秋田県農業会議会長の二田孝治氏。先ごろ全国農業会議所の会長にも就任
された農政のエキスパート、二田氏のお話をぜひご聴講ください。意見交
換会もあります。二田氏と直接対話できる絶好の機会です。

■日　　時　１月２２日(日)　午後１：３０開会
■会　　場　峰浜地区文化交流センター「峰栄館」
■内　　容　農事講演会、意見交換会
■講　　師　秋田県農業会議　会長　二田　孝治氏
■参加者等　どなたでも参加できます（参加は無料）
■問合せ先　八峰町農業委員会事務局　☎７６－４６１１

農業用機械に使用する軽油の免税証交付申請の仮受付を下記のとおり行います。
交付を希望する方は、必要書類を準備のうえ、申請してください。

○免税軽油制度は平成２４年３月３１日で終了する見込みですが、制度が継続した場合に対応するた
め、平成２４年度に使用する免税証の仮受付を行います。
○制度が継続した場合は、平成２４年４月以降に免税証の交付を行います。
○制度が終了した場合は、免税証の交付は行いませんのでご了承ください。

■申請受付日時　２月２４日（金） 午前９：３０～１１：３０、午後１：００～午後３：００
■申請受付会場　山本地域振興局 ３階 大会議室
■必要書類一覧

①申請に必要な書類は、受付会場に準備しておりますが、事前に必要な方は県税課までご連
絡ください。
②耕作証明書の発行手数料は免税証の交付を行わなかった場合でもご負担をお願いします。
③使用者証の交付年月日が平成２１年１２月３１日以前の方は更新申請が必要です。
④使用者証交付手数料４００円は交付時にいただきます。
⑤共同申請で、使用者が加わる場合は新規申請、使用者が脱退等する場合は、書換申請が必
要になります。なお、印鑑と耕作証明書は全員のものが必要になります。

軽油引取税免税証（農業用）の交付申請について

最近の農業情勢について～TPP問題を中心に考える～

交付申請時に必要な書類等

免税軽油使用者証
機械の購入証明書
免税使用者証交付申請書
誓約書
免税証交付申請書
農業委員会が交付する耕作証明書
免税軽油の引取り等に係る報告書
前年購入した軽油の納品書又は購入証明書
印鑑
未使用の免税証

区　　　　　分
新規 更新 継続 書換

○ ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○

講　師
秋田県農業会議
　会 長　二田孝治氏

第２回 のお知らせ農 事 講 演 会

■問合せ先　山本地域振興局 総務企画部 県税課　☎５２－６２０１

※注意 小物農機レンタル！

〒018-2504
山本郡八峰町峰浜石川字外林33‐21

TEL・FAX0185‐76‐2884

（　　　　　　）レンタル機につきましては、
１日以上とさせて頂きます。

アシザキNOUKI
農家のパートナー　小物農機・販売サービス

ご来店をお待ち致しております。

背 負 動 噴

動力散布機

エンジンポンプ

刈 払 機

チェンソー

ハウス用オーガー

噴 霧 用

粉 と 粒

φ25㎜

背負・肩掛

中 型

φ35㎜

1日3,000円

1日3,000円

1日2,000円

1日3,500円

1日3,500円

1日3,500円

機　種 使　用 料　金

２台

２台

３台

５台

３台

１台

準備台数

溝 切 機

管 理 機

高速洗浄機

発 電 機

ウイングモア

乗 用 型

耕巾500㎜

小型４馬力

100V、交流12A

φ700㎜

1日5,000円

1日3,500円

1日3,500円

1日3,500円

1日4,500円

機　種 使　用 料　金

２台

３台

１台

１台

１台

準備台数

MISAWAライフパートナー

保険無料相談専門サイト

無料相談専用ダイヤル
（ 通 話 料 無 料 ）

メール・電話で無料相談予約OK!

（http://www.misawalife.net）
「保険のライフ倶楽部」

平成24年1月  OPEN

0800－8002－119
（携帯・PHSの方  0185－77－3152）

八森字茂浦71　TEL/FAX 77－3152

　八峰町では町への定住促進として、平成２２年１月４日以降に住民登録されたUター

ン者（※１）・Iターン者（※２）へ、八峰町定住奨励金事業を行っております。

　住宅の取得・改装等に関する定住用住宅取得等助成金と、町民として末永くお過ごし

いただける方に向けた定住奨励金と二通りの補助金があります。新たに町民となられた

方は是非ご活用ください。

※１　Ｕターン者とは八峰町民であった者が町外に転出し５年以上町外で生活し、再び

八峰町に住民登録して生活の基盤が八峰町にある者。

※２　Ｉターン者とは町外出身者であって、新たに八峰町に住民登録し生活の基盤が八

峰町にある者。

　なお、転勤等で一時的に住民登録を行った人、福祉施設等への入所を目的に住民登録

を行った人、婚姻による住民登録を行った人、勉学のため転出し勉学の終了により再び

住民登録をした人等は対象となりません。

定住用住宅取得等助成金

　住民登録された日から１年以内に行う定住用住宅の新築、もしくは空き家を購入・借

用し、当該物件の改修等に関する費用に対して５０万円を上限として助成します。

なお、八峰町住宅リフォーム支援事業との併用はできません。

定 住 奨 励 金

　平成２２年１月４日以降に住民登録をして、１年以上八峰町に居住しているUターン

者・Iターン者が対象となります。

　単身で転入された方は１５万円。

　世帯で転入された方は３０万円の奨励金を交付します。

　詳細については、下記までお問い合せください。

■問合せ先　　八峰町産業振興課  商工水産係　℡７６－４６０５

八峰町定住奨励金事業のお知らせ
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